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 消費者が求める安全・安心な農畜産物の産地としての信頼を得るため、農業用使用

済プラスチックは、適正に処理しましょう。 

１ 搬入期間  令和元年５月９日～令和元年１２月２０日まで 
        （ただし、土、日曜日は搬入出来ません） 

お盆の搬入については受入先から事前に確認願います。 

        毎週月曜日～金曜日 ８時～１２時・１３時～１６時 

２ 補助対象の農業者負担額※分別していないもの等は、補助対象外（実費です） 

※実費については、受入先から確認願います 

 平成３０年度 令和元年度 

従来の廃プラ １６円 １９円 

ながいもネット ２９円 ３２円 

３ 補助対象の農業用使用済プラスチックの 分別 （混入不可） 

①農業用ポリ(透明)  ②農業用ポリ(その他の色)  ③ハウスビニール・農業用

ビニール ④その他農業用資材（ボトル類は、必ず洗浄し空にする） 

※ ブルーシートは農業用資材ではありません。（農業用資材以外は補助対象外です） 

※ フレコンパックでの搬入は、受入れしませんので、ご注意下さい。 

※ ３０年産以前のながいもネットは、８月～１０月に搬入してください。 

その間は、茎葉（つる）の堆肥化によりネットを分離し重量を５０㎏／１０a

以下にするようにしてください。 

４ 搬入場所  東管工業（株）環境・資機材センター  

東北町字柳沢 59番地 21  別記 1案内図参照 

           ＴＥＬ ０１７５－６３－４４５０ 

５ 搬入する際の注意 

① ３の『分別』に従うこと。 
※詳細は別記 2をご覧下さい。（受入先の係員の指示・説明を受けること。） 

② 燃えるゴミは受入れしません。弁当・カップ麺の空などを混入しないで下さい。 

③ 必ず、受付してから、搬入して下さい。搬入後の受付は、絶対しない事。 

④ マニフェスト票への押印が必要になりますので印鑑を必ず持参下さい。 

※基本（法律）的に、マニフェスト票への記入は、搬入者本人です。 

 ⑤「産業廃棄物収集運搬車」である旨を車の両側面に貼り付けること。 

⑥「運搬車である旨の表示書」を車に携帯すること。 

※ 別記 3の詳細をご覧下さい。 

⑦ 道路に落下させないよう、荷の積みすぎに注意して下さい。（特に冬季間） 

東北町農業用使用済プラスチック適正処理協議会 

農業者のみなさんへ 

毎戸配付 



別記１

※最初に必ず受付をしてから計量機に上がってください

計量機

株式会社北斗

上北アスファルト

共同プラント

七戸方面 国道394号線 東北町役場分庁舎方面

中部上北 原燃テクノロジー

清掃 センター

センター

※計量機は一方通行です。反対側から乗らないでください。

※場内は10ｋｍ/ｈ走行をお願いいたします。

車庫

車庫

工場

事務所（受付）

搬入場所案内図





 

 

別記２ 
 
搬入方法…【梱包しないで、分別すること】 
・同じ材質のものをひもにして２箇所を縛ると搬入しやすい 
・人力で積み降ろしするため、人の手で持てる重さにする 

 

以下のとおり分別すること 

１. 農ポリ(透明) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※水色で「農ポリ」又は「ノーポリ」と表示されている透明なシート 

 

２. 農ポリ（その他の色） 

 

 

 

 

 

※水色で「農ポリ」または「ノーポリ」と表示されている 
透明以外のその他の色のシート（野菜のマルチが該当） 

※長芋の袋も該当します。 
 
 

３.ハウスビニール・農業用ビニール 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

※ビニールハウスのシート 
 水色で「農ビ」と表示されています。 
※シルバー、その他のビニールには「シルバー」、「PO」 
 などの表示があります。 
 



 

 

 
４.その他の農業用資材 

  

 

 

※肥料袋・苗箱など 
※農薬ボトル類は中身を洗浄し、農薬が残っていないこと 

 

受入れ出来ないもの 
・包んで中身の見えない状態のもの 
 （補助対象以外の廃棄物混入を防ぐため） 
・一般ごみ 
（弁当、カップめんのカラ、長靴、カマ等） 

・農薬 
 （農薬は完全に使い切ること） 

 

最終的には、受け入れ先の指示・説明に従って搬入しなければ、 
受入れできません。 

別記３ 

搬入運搬車である旨の表示及び書類について 

【① ・②の表示及び書類が無ければ廃棄物処理法違反となり行政命令の対象となります】 

①搬入運搬車である旨の表示 

 

※車の両側面に 

貼り付けること。  

 

 ②運搬車である旨の表示書 

 

※車に携帯する 

こと。 

※①・②については、今回のチラシと一緒に配布します。 



運搬車である旨の表示書（車に携帯） 
 

■ 氏名又は名称及び住所 

氏名※  

住所※ 青森県上北郡東北町            

 

■ 産業廃棄物の種類・数量・積載日 

産業廃棄物の種類 数量（ｔ・ｍ）※ 積載日※ 

農業用廃プラスチック  令和  年  月  日 

農業用廃プラスチック  令和  年  月  日 

農業用廃プラスチック  令和  年  月  日 

農業用廃プラスチック  令和  年  月  日 

農業用廃プラスチック  令和  年  月  日 

農業用廃プラスチック  令和  年  月  日 

農業用廃プラスチック  令和  年  月  日 

農業用廃プラスチック  令和  年  月  日 

 

■ 積載した事業場（自宅の住所・電話番号） 

住所※ 青森県上北郡東北町 

電話※  

 

■ 運搬先の事業場 

      東管工業株式会社 

      青森県上北郡東北町字柳沢５９－２１ 

      電話 ０１７５－６３－４４５０ 

 

※ 本書類は廃プラを運搬する車両に必要事項を記入の上、必ず携帯し

てください。（※印の箇所に記入すること。）



産業廃棄物

収集運搬車 
氏名  
※ 運搬車である旨の表示（車輌の両側面に表示） 

 

-----------------------------------------------------------------------------------キリトリ------------------------------------------------------------------------------- 

産業廃棄物

収集運搬車 
氏名  
※ 運搬車である旨の表示（車輌の両側面に表示） 


